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ございました。 

 再質問の時間ありませんので、１分20秒、残

りとなりましたんで、最後に２点申し上げてご

検討いただきたいと思います。 

 長井市は花のまちとして桜、白つつじ、あや

め、それからちょっと飛んで萩を売り込んでい

ます。あやめと萩の間がちょうど花がない時期

ですから、梅花藻を夏の花として売り込んでい

かがかということ。 

 もう一点が、つつじ公園の松ヶ池は噴水設備

があるからちょっとまずいというふうな内々に

商工観光課長から言われたものですから、あや

め公園の冷たい水が流れてる川がちょうど水上

ステージまでの間、そこがちょうど梅花藻の自

生させる、無理に自生させると言いますが、あ

そこに植えてみてということ。長井の河川で皆

自生しているわけですので、そういう形で梅花

藻を植えて観光資源にできないものかという２

点、最後にご提案申し上げて私の質問終わりま

す。どうもありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 ここで暫時休憩いたします。再

開は３時20分といたします。 

 

 

   午後 ２時５９分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 鈴木富美子委員の総括質疑 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位５番、議席番号６番、鈴木

富美子議員。 

  （６番鈴木富美子議員登壇） 

○６番 鈴木富美子議員 本日、最後の質問とな

ります、よろしくお願いいたします。 

 2016年も残り少なくなりました。2017年がよ

い年でありますよう願いを込めて、一般質問に

入らせていただきます。 

 人口減少により、小学生の数が減ってますが、

核家族が多いため学童クラブのニーズは高くな

っております。今回は、学童クラブについての

み質問をさせていただきます。 

 通告書に従いまして質問を始めさせていただ

きます。ご答弁は最後を除き、全て子育て推進

課補佐にお願いいたします。 

 初めに、学童クラブに通う施設ごとの人数、

学年ごとの人数をお聞かせください。 

 一問一答式でさせていただきますので、これ

からは質問席よりさせていただきます。ご答弁

よろしくお願いいたします。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 ご質問にお答えい

たします。 

 12月１日現在の学童クラブの施設ごとの人数

としまして、館町北の中央児童センターにあり

ます中央南学童クラブは54人、長井小学校第三

校舎の３つの教室を利用しております中央北学

童クラブは92人、致芳学童クラブは28人、西根

学童クラブは27人、平野学童クラブは38人、豊

田学童クラブは45人、伊佐沢学童クラブは14人、

めぐみ学童クラブは33人となり、全施設で利用

人数は合計で331人となっております。 

 全施設の学年ごとの利用人数では、１年生が

113人で全体の34.4％、２年生が71人で21.5％、

３年生が91人で27.5％、４年生が33人で10％、

５年生が15人で4.5％、６年生が８人で2.4％と

なっております。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 人数がやっぱり多いと

いうことが今の補佐の話でわかりました。各施
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設で狭いとか不便さを感じてるという施設から

の声はあるのでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 平野学童クラブ、豊田学童クラブ、伊佐沢学

童クラブにつきましては、豊田学童クラブは今

現在、建築中でございますし、平野学童クラブ、

伊佐沢学童クラブは昨年度建設させていただい

ております。致芳学童クラブにつきましては、

致芳児童センター内の一番大きな部屋で定員も

まだ大丈夫だということで、継続して使用する

予定でございます。 

 しかしながら、西根学童クラブにつきまして

は西根児童センターを使っております。その中

でやはり手狭になってきているということで、

前回、西根小学校の空き教室を利用して学童ク

ラブの移設を進めているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 ありがとうございます。

いろいろ考えていただきまして、やはり狭いと

大変ですので、この辺考慮していただきたいと

思います。 

 続きまして、２番目に入ります。 

 学童クラブの管理運営に関する規則について

質問させていただきたいと思います。この規則

は平成14年の３月28日に施行されております。

約14年間経過しているわけですが、第４条の項

目について一つずつお聞きしたいと思います。 

 １番目に、児童の安全性及び健康管理につい

てはどのような対策をなさっているのでしょう

か。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 市の規則については、児童福祉法第６条の３

第２項及び放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準に基づき制定し運営をしてお

ります。 

 ご質問の児童の安全確保及び健康管理につい

ては、避難訓練を定期的に実施しているほか、

遊び場や遊具の安全点検を行っております。下

校時にも危険のないよう見守りなどの支援もし

ております。また、毎日学童クラブへの登所の

際、児童一人一人の視診を行い、具合が悪いよ

うなときは学校に確認をとり、家庭にも連絡し、

場合によってはお迎えに来ていただくなどの対

応をしております。小学校の保健室と連絡をと

り合いながら、児童の健康についても配慮して

いるところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 続きまして、２番目の

項目に遊びを通しての自主性、社会性及び創造

性の向上とありますが、これはどのような工夫

をなさってるんでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 運動ではボール遊びを初め、バドミントン、

卓球、けん玉などの遊具を配して体力増進を図

ったり、カード遊び、将棋やオセロ、塗り絵な

どの遊具も配して自由に遊べるようにしており

ます。 

 大まかな時間の設定はございますけれども、

自分で好きな遊びを選んだり、読書や自主学習

など自主性、社会性、創造性を持てるような環

境を整えているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 ３番目の、遊びに対す

る意欲、集団における協調性の助長とあります

が、どのように指導を行っているのでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 いろいろなゲームでルールを決めて遊んでお

りますけれども、年齢が異なる多くの子供の集

まりの中で、高学年の児童が低学年の児童を面

倒見れるように、リーダーを育成するよう指導

しております。遊びの中で何かトラブルがあっ

たときは、当然、支援員が間に入ります。お互
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いに楽しい時間を持つことで遊びに対する意欲

も出て、協力し合う行動力や思いやりを身につ

けることができるように指導しております。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 ４番目の児童の活動の

把握、家庭との連絡はどのように行っていらっ

しゃいますか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 活動の中で何か問題や気になることがあれば、

保護者の方にもお伝えいたしまして協力をいた

だいております。また、おうちでも褒めてもら

いたいことなどを伝えるようにこちらのほうか

らしております。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 ５番目の地域や家庭で

遊びの環境づくりの工夫はしていらっしゃいま

すでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 夏休み中の公民館の行事など、地域の活動へ

の参加を呼びかけております。また、小学校や

児童センターでの清掃活動の手伝いなども行っ

ております。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 ６番目にその他児童の

健全育成上、必要な活動はとありますが、どの

ような活動なのでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 通常の活動以外では、夏休み中の親子遠足や

お楽しみ会など、いろいろな行事を行っており

ます。学童クラブによってはデイサービスの訪

問ですとか、保護者の研修会なども行っており

ます。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 第４条につきましては

一応質問させていただきましたが、続きまして、

学童クラブの利用についてですが、利用対象児

童は長井市立小学校に就学し、昼、家庭で保護

を受けることができない児童と規則にはありま

すが、そういう申請時に調査はしていらっしゃ

るんでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 学童クラブを利用する際には、利用申込書を

提出していただいております。日中、児童を保

護できない理由を記載していただいております。

その利用申込書の中には保護者の就労の場合は

勤務先か就労状況、疾病や障害の場合は病名や

障害名、介護の場合は介護される方のお名前な

ど、記載された内容を確認して決定しておりま

す。また、申込書には申請内容に虚偽のものが

あれば入所できない場合がある旨を記載してお

ります。それぞれの理由につきましては、証明

書の添付を義務づけてはおりません。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 確かに昼、家庭に誰も

いないということが学童の基本なんですけども、

友達が誰もいないからという、俺も学童に行く

という子供たちがいるという話を聞いたことあ

りますが、そういうことはないでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 そうした理由につ

きましては、中には聞こえてくる場合がありま

す。でも、その場合についても正当な理由がな

いということですので、こちらのほうから保護

者の方に対して利用の中止を求めたりですとか、

あるいは申込の取り消しといいますか、訂正な

りさせていただきながら、正常な学童クラブの

運営に努めていっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 そのほかに、市長が必

要と認める児童と載ってますが、どのような児

童なんでしょうか。 
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○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 放課後の児童の健全育成を図る上で、学童ク

ラブの利用が必要と思われるケースが上げられ

ます。例えば本人の足のけがで保護者の送迎が

必要で、一時的に利用する場合ですとか、事情

があって学区外の小学校に通学し、そこの学童

クラブを利用する場合などが上げられます。ま

た、保護者が日中、在宅であっても本人や保護

者、家庭の状況によって学童クラブを利用する

ことが当該児童にとって適切と判断される場合

は、学童クラブの利用を認めております。いず

れの場合も申請の都度、内部で審査した上で決

定し、利用決定とさせていただいております。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 ４番目に入らせていた

だきます。 

 先ほどの人数で331人の利用があるというこ

とでしたので、やはり人数がふえてっていると

いうことがわかると思います。職員の対応は多

種多様、支援の対応ですが多種多様になってく

るわけですが、やはり先ほど１年生から６年生

までということで、きれいごとに聞こえるんで

すが、すごいけんかになったりしているところ

も現場もありますので、支援員に対しての研修

なんかはやっぱり必要だと思うんですけども、

放課後児童支援員っていう研修があると思いま

すが、そういうのは受講させているのでしょう

か。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 学童クラブについてはおおむね40人を上限と

した支援の単位があります。この一つの支援単

位には２人以上の職員がつくようになっており、

１人は支援員の資格を持ち、そのほかは補助員

となります。なお、発達支援が必要な児童が利

用する場合は補助員を加配することになります。

利用児童がふえて１つの施設でおおむね40人を

超えた場合、支援の単位を２つにして職員体制

をふやすというふうな必要があります。 

 職員の研修については、県で実施している放

課後児童支援員研修を受講しております。今現

在、１施設を除き全ての学童クラブで資格取得

した支援員が配置になっておりまして、来年度

以降、全ての学童クラブにおいて１名以上、支

援員が資格取得予定でございます。なお、補助

員についても順次支援員となるための研修を受

講することにしております。また、年間３回ほ

ど障害のある児童への対応と、各種研修を受講

しておりますし、そのほか救急救命についての

研修や、ほかの自治体の学童クラブ支援員を招

いての研修等、市主催の研修を年２回ほど行い

まして、職員間の交流と資質向上を図っている

ところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 やはり大切なことだと

思います。 

 支援員の研修はいいんですが、市の職員は研

修は受けていらっしゃるんでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 市の職員と申しますと、こちらの課のほうで

働いている職員ということですね。そちらにつ

いては、なかなかほかの仕事もあるもんですか

ら、やっぱり主に現場で働いている学童クラブ

の支援員ですとか補助員の方に研修を受けてい

ただいておるところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 職員の方も本当忙しい

とは思いますが、支援員のみがわかっていらっ

しゃるんじゃなくて、やっぱり市の職員もそう

いう研修を受けていただいて、何かあったとき

に、トップは市なんですから市のほうで、支援

員に責任を持たせるということではなく、やは

り市の職員も私は受けてほしいと思いますが、

その点いかがでしょうか。 
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○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 支援員養成の研修ということなんですけれど

も、私どもの場合についてはある程度そちらの

方々を指導する立場というふうなことでござい

ますので、こちらのほうからは受講していただ

くような形でお願いということで、こちらはあ

くまでも指導という立場でいきたいなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 補佐に言ってここでお

答えを求めてもあれだと思うんですけど、私と

しては職員の方もぜひ内容を知っていただきた

いと思いますので、その点よろしくお願いしま

す。 

 続きまして、５番目に入らせて、６番目でし

た、済みません、もとい。学校との先ほどの規

則の中であるとおっしゃいましたが、詳しくは

どのように、学校との連携ですけども、やっぱ

り学校のほうは教育委員会であって、学童のほ

うは子育て支援ということで、どのような連絡

体制がとってあるんでしょうか、教えていただ

きたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 学童クラブと学校との連携につきましては、

担当者間で連絡をとり合うということは行って

おります。特にやはり気になるお子さんについ

ての情報交換を初め、子供同士のトラブルなど

について報告することにしております。また、

学校で何かあった場合は情報提供いただくよう、

それぞれの学童クラブから要請をしております。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 今までこういうトラブ

ルの例などはありましたでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 トラブルといいま

すか、どうしても要保護関係ですね、ちょっと

精神的に病んでいる気になるお子様がいらっし

ゃったときに、やはり集団での活動ができない

というふうな場合、ほかのお子さんとのトラブ

ルが発生するというふうな情報は聞いておりま

す。それについて学校の様子ですとか、あとは

逆に学童での様子を学校間で担当者同士情報交

換をしながら、学校でこうこうだったもんだか

ら学童でこうしたほうがいいよというふうなア

ドバイスもいただきながら連携をとっていると

ころでございます。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 ぜひ、せっかくただい

まって帰る場所なので、そういうことはなるべ

く少ないように、本当大変でしょうが努力して

いただきたいと思います。 

 そういうのに関連いたしまして、学童クラブ

には保護者会ってあるのでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 中央南学童クラブと中央北学童クラブの２つ

の施設から組織されます、中央学童クラブ保護

者会があります。ほかの学童クラブには保護者

会はございません。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 中央学童クラブの保護

者会の活動内容はどんな内容でしょうか。 

○渋谷佐輔議長 鈴木敏久子育て推進課補佐。 

○鈴木敏久子育て推進課補佐 お答えいたします。 

 中央学童クラブの保護者会は、遠足ですとか

研修会など、年３回親子行事を開催してるとい

うことです。発足は昭和60年ごろで、当時は学

童クラブを実施しているのは中央児童センター

だけだったということもあり、運動会を初め、

さまざまな行事の要望がありまして、保護者の

協力も必要となることから保護者会が結成され

たというふうに伺っております。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 



 

―１１８― 

○６番 鈴木富美子議員 やっぱり保護者会って

大事な会だと思います。学童クラブの人が必要

なのか必要でないかはそのクラブによってだと

思いますが、やはり子供たちも多種多様なので、

保護者の方にも本当自分たちのお子さんをしっ

かりと把握してもらうという意味でも私は保護

者会必要だと思いますので、今後検討していく

べきではないかなと思います。 

 最後に市長にお伺いいたします。 

 土曜らんどとか去年から実施されています放

課後子ども教室は、教育委員会管轄です。学童

クラブは子育て支援課、少子化対策の事業、何

か別々に実施してるような気がいたします。や

はり教育と福祉の連携を効果的に進める時期に

来ているのではないかと思いますが、市長のお

考えをお聞きしたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 鈴木富美子議員おっしゃるよう

に、教育と福祉の連携を効果的に進める時期で

はないかということは、全くそのとおりだと私

も思います。 

 国の放課後子ども総合プランでは、全ての児

童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体

験活動を行うことができるよう、文部科学省と

厚生労働省が協力し、全ての小学校区で学童ク

ラブ及び放課後子ども教室を一体的、または連

携して実施することとしてございます。 

 現在、長井市でも放課後子ども教室を実施し

ておりますが、学童クラブの児童も参加してお

ります。一体的、または連携をとっていかなけ

ればならないと思っておりますので、年度当初

に育みネット長井推進協議会を開催いたしまし

て、放課後子ども教室の年度計画や運営につい

て検討しお願いしております。 

 学童クラブと放課後子ども教室の連携は大事

であるというふうに考えておりますので、その

２つの事業の交わりの部分で問題点の把握に努

め、それぞれの長所を生かしながら、子どもた

ちが安全で安心して過ごせるような生活の場、

活動の場を今後も提供してまいりたいと思って

ます。 

 また、現在も学校と学童クラブで連絡をとり

合いまして情報交換を行っていますが、議員ご

指摘のとおり、まだまだ十分とは言えないと思

っております。現状以上に小まめな連携を図り、

学校関係者と学童クラブ職員の協議の場を整え

る必要があるため、その体制づくりを検討して

まいりたいと思います。 

 なお、せっかくの質問をいただきましたので、

これからの国の方向性なんですが、実は私ども

学童クラブについては県内でいち早く小学校６

年生までしたんですね。ほかのところは小学校

３年までだったはずなんです。私どもは特に昨

年、東洋経済誌のほうでも発表ありましたよう

に、女性の就業の比率が日本一、これは20代、

30代、40代の女性の統計でございまして、

87.3％でしたか、ということから、私どもの地

域では共稼ぎが非常に多いということから、三

世代、二世代同居ということになっていても、

十分に子供を放課後見ていただける家庭ばっか

りではないだろうということから、小学校６年

までオープンにしたところでございますけども、

国のほうではことし、ニッポン一億総活躍社会

ということを打ち出しまして、その中で子育て

についてどういうことを方針出してるかという

ことについては、まずは保育のほうでございま

す。都会で特に多い、いわゆる待機児童の解消

とか、あるいは保育士の育成、確保、また、保

育の受け皿整備ということに力を入れてるんで

すが、学童クラブに関しては放課後児童クラブ

の整備ということで、来年度までに30万人の追

加的な受け皿をつくりなさいと、こういうよう

な方向になっているようでございます。 

 したがいまして、私どももスタートしたとき

はいろんな経費の部分から、学校ではなくてあ

くまでも福祉の面から、周りの５地区について
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は児童センターの中で学童クラブを受け入れて

もらうようにお願いしたところなんです。それ

は保育士さんが３時ぐらいになると少し手があ

くと、子供たちを帰しますから、そうしますと

ちょうど小学校で終わった子供たちを受け入れ

る、それだけでは、保育士さんだけではだめで

すので、必要な支援員みたいなものを置いてず

っと運営してきたんです。それがどんどんどん

どんふえまして、先ほど子育て推進課の補佐か

らありましたように、去年、平野と伊佐沢、こ

としは豊田を、学校の敷地内にしてるところも

ありますし、児童センターの敷地内にしたとこ

ろもあるんですけれども、そこに新たな受け皿

として整備もしました。それ以外のところは空

き教室が見込めたので、西根と致芳については

学校内でということなんですが、これが10年前

ですと学校で受け入れるというのは、教育長と

か教育委員会の皆さんには大変恐縮ですけども、

頑として受け入れてもらえなかったんです。そ

れは管理上がいろいろ問題あると、いわゆる学

校側では先生方の勤務時間という関係もありま

して、５時にはきちっとやっぱり閉めなきゃい

けないと。ところが、学童クラブのニーズは５

時、６時じゃないんです、８時、９時までして

くれと、こういうことで、私も非常に厳しいお

叱りを受けましたけども、どうしてくれんだと、

我々ちゃんと働けないじゃないかということを、

実は６年、７年前に言われました、女性の方が

直接いらしてですね。そんなこともあって、民

間でなさっていただいているところに市のほう

で補助して夜８時までたしか受け入れていただ

いて、送迎もしてもらったという経過がありま

す。 

 しかし、世の中がどんどんどんどん変わりま

して、子供が少子化なのに待機児童がふえる、

ゼロ歳児から預かってほしいということで、児

童センターもかつては３歳児以上だったのが、

今は２歳児から預かってますし、やがてはゼロ

歳児から保育園としての機能も必要になってく

ると。同じように、学童クラブのほうも全ての

小学校６年まで受け入れるような流れになって

いるようでございます。 

 したがいまして、もう学校といわゆる教育委

員会と福祉関係が別々だなんていう考え方は私

どもは毛頭しておりませんで、なおかつ地方創

生の考え方の中では、教育と子育てに一番力を

入れていこうと言っているわけですね。これは

教育委員の皆様も常々おっしゃってるんですが、

今いろんな精神的に、あるいは肉体的というわ

けではないかもしれませんけども、発達障害と

か多動性のお子さんとか自閉症のお子さん、ど

うしてもふえてます。それは、さかのぼれば、

やっぱり中学校、小学校じゃなくて幼児じゃな

いかと。 

 したがって、今、本当に我々長井市としての

課題は、教育委員会と厚生部門の子育て支援や

福祉あんしん課とか健康課といかに連携を密に

して、なおかつそれ以外の部署とも連携するこ

とが求められておりますので、そういった意味

では鈴木議員おっしゃるとおりでございますの

で、今後いろいろな課題が生じてくると思いま

すが、ただし先ほど現場をちゃんと見ろという

ようなご指摘もございました。私どももそうで

すし、あと、子育て推進課でも残念ながら教育

委員会でも学童クラブの現場とかというのは、

たまには行くんでしょうけども、なかなか行け

る状況にないと、それだけ連携もとらなきゃい

けませんし、それ以外の新たな事業をどんどん

していくと、一方でこの15年間で職員は３割減

らしてますんで、430人が287名に減らしてるわ

けなんで、なかなかそういったことができない

状況でございますんで、どうしていったらいい

か、ぜひいろいろご提言を賜りたいとは思いま

す。 

 長くなりまして、余計なことも申し上げまし

た。済みませんでした。 
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○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 １つ提案というか提言

ですが、やはり地域に子供たちが本当ただいま

って帰ってくるところが学童になってしまうと

いう、これからそうなると思いますので、地域

に帰ればいっぱい知恵をもったおじいちゃん、

おばあちゃんがいっぱいいらっしゃると思いま

す。その方たちもたまに学童に呼んでいただい

て、リンゴの皮むきですと危ないかもしれませ

んが、いろんなおじいちゃん、おばあちゃんが

お手玉で遊んだり、例えばおじいちゃんが畑な

んかもある場所もあると思いますんで、平野な

んかは特に隣に川のあるところもありますので、

一緒になって週１回でも２回でもいいので、ぜ

ひ地域のおじいちゃん、おばあちゃん呼んでい

ただいて、お互いにおじいちゃん、おばあちゃ

んも健康寿命延びるような形にしてつなげてい

ただければ、学童も、あ、なかなかただいまっ

て帰ってくるの、これでいいかなというふうに

私はもってっていくのが地域力でないかなと思

いますが、市長、その点どうでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 鈴木議員おっしゃるように、地域には昔から

の伝承的な遊びやら、あるいは自然のすばらし

さを教えていただけるようなたくさんのお年寄

り、いろんな方々の人材がいらっしゃるという

ふうに思ってます。以前、土曜らんどというの

を私ども長井市で非常に成果を上げていただい

て、それが現在は放課後子ども教室に引き継が

れているんですね。したがいまして、それらに

ついて、また長井市は長井市で独自のものを、

特に地区公民館の皆様からご協力いただいて行

っておりますので、もう既に十分いろんな活動

していただいていますが、これらをさらにいろ

んな形で子供たちに教えてくれるというような、

何でしょうかね、放課後子ども教室の充実を図

ってまいりたいというふうに思います。 

 やはり子供たちは小学生なんで、そこが難し

いんですね。ですから、先ほど保護者会という

ふうにありましたけども、もうＰＴＡとイコー

ルなんですよね、本当は。ですから、そこのと

ころが私どもとしては、もう小学生なんで、そ

れこそ長井の子供、10の長井の心の方針に基づ

いて自立する子供、支え合う子供というか、そ

こら辺のところを私ども、幼児じゃないんで、

そこを学校側と我々子育て推進課中心とした福

祉部門で連携を図りながら、見守って育ててい

かなきゃいけないなと思ってるところです。 

○渋谷佐輔議長 ６番、鈴木富美子議員。 

○６番 鈴木富美子議員 ありがとうございます。

ぜひ、何回も言うようですが、長井市は子育て

に優しいまちということでやってるわけですの

で、教育もそして長井の心を育むためにも学童

クラブは本当大きな役割をこれから持っていく

のではないかと思います。今までどおりの学童

クラブではなくて、長井市の子育ての特徴を出

していくような学童クラブにするために、みん

なで知恵を出し合って、学童を大切にしていっ

たらいいのではないかなと思いを込めまして、

一般質問終わります。ありがとうございました。 

 

 

   散     会 

 

 

 

○渋谷佐輔議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 再開は、明日午前10時といたします。ご協力

ありがとうございました。 

 

 

    午後 ３時５８分 散会 


